
記入にあたってのご案内
令和４年４月から義務化された育児休業を取得しやすい雇用環境の整備に関して（育児・介護
休業法２２条1項）、事業主は以下の①～④のうちいずれかの措置を講じる必要があります。
（可能な限り複数実施いただくことが望ましいです。）

※ 参考

①育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施 社内研修用資料・動画

②育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備
③自社の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供
④自社の労働者への育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

このチラシを従業員に配付したり掲示することで、②と④の措置を講じたことになります。

社名だけ記載してもかまいませんが、
代表者名も明記し、トップからのメッ
セージであることを明確にすることが
望ましいです。
育児休業の取得を促進する方針を従
業員に示しましょう。

会社の現状を確認し、上回る目標を
設定してみましょう！
※出生時育児休業の申出期限に関する
労使協定を締結する場合、育児休業の
取得に関する定量的な目標を設定する
必要があります。このチラシに目標を
盛り込むことで雇用環境整備の措置を
２つ以上実施したこと、育児休業の取
得に関する定量的な目標設定、周知を
したことになります。 現状を確認し、
上回る目標を設定してみましょう！
※出生時育児休業の申出期限に関す
る労使協定を締結する場合、育児休
業の取得に関する定量的な目標を設
定する必要があります。このチラシ
に目標を盛り込むことで雇用環境整
備の措置を２つ以上実施したこと、
育児休業の取得に関する定量的な目
標設定、周知をしたことになります。
会社の現状を確認し、上回る目標を
設定してみましょう！

会社の取組内容にあわせて
記載してください。

法を上回る制度を設けている場合は
適宜修正して利用ください。
※育児短時間勤務制度について、一部
又は全部の労働者を「業務の性質又は
業務の実施体制に照らして、所定労働
時間の短縮措置を講ずることが困難と
認められる業務に従事する労働者」と
して労使協定により適用除外としてい
る場合、代替措置を記載してください。

相談窓口は形式的に設けるだけでは足
らず、実質的な対応が可能な窓口が設
けられているものをいうものであり、
労働者に対する窓口の周知等により、
労働者が利用しやすい体制を整備して
おくことが必要です。

本チラシ例に関するお問い合わせは大阪労働局雇用環境・均等部 指導課
大阪市中央区大手前４－１－６７大阪合同庁舎第２号館８階
TEL ０６－６９４１－８９４０

ダウンロード先 ： 大阪労働局HP＞各種法令・制度・手続き＞雇用均等関係＞育児・介護休業法
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